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開会 午前１０時２６分   

  ──────────────────────────────────────── 

◎臨時議長就任及びあいさつ 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議会事務局長（松本哲宜氏） 事務局から、お願いを申し上げます。 

 本日は、一般選挙後初めての議会ですので、議長が選挙されるまでの間、地方自治法第

１０７条の規定により年長の議員が臨時に職務を行うことになっております。 

 出席議員中、扇谷議員が年長ですので、御紹介申し上げます。 

（年長議員扇谷知巳氏 議長席に着く） 

◎臨時議長（扇谷知巳氏） ただいま御紹介をいただきました扇谷です。 

 地方自治法第１０７条の規定により、臨時に議長の職務を行います。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎開 会 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎臨時議長（扇谷知巳氏） ただいまから、平成２３年第２回臨時会を開会します。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎開 議 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎臨時議長（扇谷知巳氏） これより、本日の会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎仮議席の指定 

  ──────────────────────────────────────── 

◎臨時議長（扇谷知巳氏） この際、議事の進行上、仮議席を指定します。 

 仮議席は、ただいま御着席の議席としています。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 議長選挙について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎臨時議長（扇谷知巳氏） 日程の１ 議長選挙を行います。 

 議場の出入り口を閉めます。 

（議場閉鎖） 

◎臨時議長（扇谷知巳氏） 念のため申し上げます。 

 投票は、単記無記名で行います。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて

順次投票を願います。 

 投票記載所は、議場内後方です。 

 ただいまの出席議員数は、１０名であります。 
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 投票用紙を配付します。 

（投票用紙配付） 

◎臨時議長（扇谷知巳氏） 投票用紙の配付漏れはございませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎臨時議長（扇谷知巳氏） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

（投票箱点検） 

◎臨時議長（扇谷知巳氏） 異状なしと認めます。 

 点呼を命じます。 

（投  票） 

◎総務係長（豊口哲也氏） 仮議席の順番に２人ずつ名前を呼びますので、記載所で記載

していただきまして、投票箱に投函していただきたいと思います。 

 １番谷津議員、２番澤田議員。 

 ３番齊藤議員、４番猿田議員。 

 ５番扇谷議員、６番谷内議員。 

 ７番丸山議員、８番儀惣議員。 

 ９番武田議員、１０番髙橋議員。 

◎臨時議長（扇谷知巳氏） 投票漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎臨時議長（扇谷知巳氏） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了します。 

 議場の出入り口を開きます。 

（議場開鎖） 

◎臨時議長（扇谷知巳氏） 開票を行います。 

 会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に武田議員、丸山議員及び猿田議員を指

名します。 

 よって、ただいま指名した立会人の立ち会いをお願いいたします。 

（開  票） 

◎臨時議長（扇谷知巳氏） 選挙の結果を報告します。 

 投票総数１０票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。そのうち有効投票１

０票、無効投票ゼロ票。 

 有効投票中、谷津議員６票、扇谷議員４票。以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は３票であります。 

 したがって、谷津議員が議長に当選をされました。 

 ただいま議長に当選されました谷津議員が議場におられますので、本席から会議規則第

３２条第２項による告知をいたします。 
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 谷津議員、登壇願います。 

（議長谷津邦夫氏 登壇） 

◎議長（谷津邦邦夫氏） ただいま御推挙いただきました谷津邦夫でございます。 

 ことしは、明治１５年に三笠の戸長役場が設置して以来１３０周年という大きな節目の

年でもございます。地方自治法が昭和２２年に制定されて、御承知のとおり二元代表とい

うことで、それぞれ今日の議会、行政を迎えておりますし、そういう意味では行政と議会

の緊張関係を持ちながら、これからも市民の負託にこたえて、市議会として前回設置され

ました議会基本条例を十分発揮をしていく、そういう役目というものを私たちが担ってい

るわけでございます。市民を代表する私たち市議会議員が十分民主的な議会運営、そして

まちづくりに全力を挙げる、そういう覚悟で私は全力を挙げて頑張る決意でございます。

どうぞ議員諸氏の皆さん、そして行政の皆さんともども、まちづくりのお力添えをいただ

きたいと思います。 

 一端を申し上げまして、私の決意の一端にかえさせていただきます。どうもありがとう

ございました。（拍手） 

◎臨時議長（扇谷知巳氏） 以上をもちまして、臨時議長の職務をすべて終了しました。 

 谷津議員、議長席にお着き願います。 

 皆様の御協力、まことにありがとうございました。 

（議長谷津邦夫氏 議長席に着く） 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 副議長の選挙について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の１ 副議長選挙についてを議題とします。 

 議場の出入り口を閉めます。 

（議場閉鎖） 

◎議長（谷津邦夫氏） 念のため申し上げます。 

 投票は、単記無記名で行います。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて

順次投票を願います。 

 投票記載所は、議場内後方です。 

 ただいまの出席議員数は、１０名であります。 

 投票用紙を配付します。 

（投票用紙配付） 

◎議長（谷津邦夫氏） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

（投票箱点検） 
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◎議長（谷津邦夫氏） 異状なしと認めます。 

 点呼を命じます。 

（投  票） 

◎総務係長（豊口哲也氏） では、先ほどと同様に仮議席の順番に２名ずつ名前を呼びま

すので、記載所で記載していただきまして、投票箱に投函していただきたいと思います。 

 １番谷津議員、２番澤田議員。 

 ３番齊藤議員、４番猿田議員。 

 ５番扇谷議員、６番谷内議員。 

 ７番丸山議員、８番儀惣議員。 

 ９番武田議員、１０番髙橋議員。 

◎議長（谷津邦夫氏） 投票漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了します。 

 議場の出入り口を開きます。 

（議場開鎖） 

◎議長（谷津邦夫氏） 開票を行います。 

 会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に武田議員、丸山議員及び猿田議員を指

名します。 

 よって、ただいま指名した立会人の立ち会いをお願いいたします。 

（開  票） 

◎議長（谷津邦夫氏） 選挙の結果を報告します。 

 投票総数１０票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。そのうち有効投票１

０票、無効投票ゼロ票。 

 有効投票中、齊藤議員９票、儀惣議員１票。以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は３票です。 

 よって、齊藤議員が副議長に当選されました。 

 ただいま副議長に当選されました齊藤議員が議場におられますので、この席から会議規

則第３２条第２項による告知をいたします。 

 齊藤議員、登壇願います。 

（副議長齊藤且氏 登壇） 

◎副議長（齊藤且氏） ただいま重責を拝命いたしました齊藤且です。 

 議会基本条例を基本としながら、安心・安全のまちづくりに皆様方と全力で取り組みた

いと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。（拍手） 

◎議長（谷津邦夫氏） この際、会派代表者会議開催のために、会議を暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５１分   
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再開 午前１１時２７分   

◎議長（谷津邦夫氏） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 議会運営委員会委員の選任について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の２ 議会運営委員会委員の選任についてを議題といたしま

す。 

 お諮りします。 

 議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第８条の規定により、資料御配付の

とおり、５人の議員を指名したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 ただいま指名しました５人の議員を議会運営委員会委員に選任することに決定しまし

た。 

 この際、議会運営委員会開催のため、会議を暫時休憩します。 

休憩 午前１１時２８分   

再開 午前１１時４５分   

◎議長（谷津邦夫氏） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 先ほど開催されました議会運営委員会において、正副委員長互選の結果、委員長に儀惣

議員、副委員長に武田議員が選任されましたので、報告します。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 議 席 の 指 定 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の３ 議席の指定についてを議題とします。 

 議席は会議規則第４条第１項の規定により、議長が指定します。 

 議員の氏名とその議席番号を別紙に御配付のとおり指定しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第４ 会議録署名議員の指名 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の４ 会議録署名議員の指名についてを議題とします。 

 会議録署名議員は、会議規則第７７条の規定により、５番扇谷議員及び８番儀惣議員を

指名します。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第５ 会 期 の 決 定 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の５ 会期の決定についてを議題とします。 
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 お諮りします。 

 今期臨時会の会期は、５月１３日の１日間といたしたいと思います。御異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 会期は、１日間と決定しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第６ 常任委員会委員の選任について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の６ 常任委員会委員の選任についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 常任委員会委員の選任については、委員会条例第８条の規定により、資料御配付のとお

り指名したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 ただいま指名しました議員を常任委員会委員に選任することに決定しました。 

 ここで、昼食休憩をとりたいと思います。 

休憩 午前１１時４７分   

再開 午後 ０時５７分   

◎議長（谷津邦夫氏） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 先ほど開催されました総合常任委員会で、正副委員長の互選の結果を、委員長から報告

がありましたので報告します。 

 総合常任委員会委員長、武田議員、副委員長、澤田議員。 

 以上のとおりです。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第７ 桂沢水道企業団議会議員の選挙について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の７ 桂沢水道企業団議会議員の選挙についてを議題としま

す。 

 お諮りします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選によ

りたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 選挙の方法は、指名推選によることに決定しました。 

 お諮りします。 
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 議長が指名することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議長が指名することに決定しました。 

 桂沢水道企業団議会議員に、扇谷議員、儀惣議員、以上２人を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長が指名しました２人を桂沢水道企業団議会議員の当選人と定めることに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 ただいま指名しました２人が桂沢水道企業団議会議員に当選されました。 

 ただいま桂沢水道企業団議会議員に当選されました扇谷議員、儀惣議員が議場におられ

ますので、本席から会議規則第３２条第２項の規定により告知をいたします。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第８ 南空知ふるさと市町村圏組合議会議員の選挙について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の８ 南空知ふるさと市町村圏組合議会議員の選挙について

を議題とします。 

 お諮りします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選によ

りたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 選挙の方法は、指名推選によることに決定しました。 

 お諮りします。 

 議長が指名することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議長が指名することに決定しました。 

 南空知ふるさと市町村圏組合議会議員に、谷津議員を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長が指名しました谷津議員を南空知ふるさと市町村圏組合議会議員の当選人

と定めることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 ただいま指名しました谷津議員が南空知ふるさと市町村圏組合議会議員に当選されまし
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た。 

 当選人に対しましては、本席から会議規則第３２条第２項の規定により告知をします。 

 この際、この場で受諾させていただきます。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第９ 空知教育センター組合議会議員の選挙について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の９ 空知教育センター組合議会議員の選挙についてを議題

とします。 

 本組合議会議員の定数は、同組合規約第６条第１項の規定により、市長または市議会議

員の中から１人となっています。 

 また、議員の選出方法は、同組合規約第６条第２項の規定により、市長と市議会の協議

により市長または議会議員のうちから議会で選挙された者をもって充てることとなってお

ります。 

 この場合、市長より議会議員の中から選出されるよう申し出がされており、議会議員の

中から１人選出します。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選によ

りたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 選挙の方法は、指名推選によることに決定しました。 

 お諮りします。 

 議長が指名することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議長が指名することに決定しました。 

 空知教育センター組合議会議員に、谷内議員を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長が指名しました谷内議員を空知教育センター組合議会議員の当選人と定め

ることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 ただいま指名しました谷内議員が空知教育センター組合議会議員に当選されました。 

 当選人に対しましては、本席から会議規則第３２条第２項の規定により告知をします。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 三笠市農業委員会委員の推薦について 

  ──────────────────────────────────────── 
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◎議長（谷津邦夫氏） 日程の１０ 三笠市農業委員会委員の推薦についてを議題としま

す。 

 お諮りします。 

 議会推薦の農業委員は、別紙御配付のとおり、２人を推薦したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 よって、別紙御配付のとおり、２人を三笠市農業委員会委員に推薦することに決定しま

した。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 諸 般 報 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の１１ 諸般報告に入ります。 

 初めに、一般行政報告を行います。 

 市長から報告を求めます。 

 市長の登壇報告を願います。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） それでは、行政報告をいたします。 

 報告第１号人事発令について申し上げます。そこに記載されておりますように、今回３

月３１日付で８名の職員が退職いたしました。それから、４月１日に新たに３名の採用を

行ったところであります。次、人事異動でございますが、市長部局、それから議会事務

局、教育委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局と、そこに記載しているとお

りですので、内容については省略させていただきます。 

 続いて、報告第２号市工事につきましては、そのところに記載されておりますように４

件についての内容でございます。 

 以上で、行政報告を終わります。 

◎議長（谷津邦夫氏） これより、一般行政報告に対する質問に入ります。 

 報告第１号総務部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 次に、報告第２号建設部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 質問ないようですから、一般行政報告については、報告済みとい

たします。 

 次に、教育行政報告を行います。 

 教育長から報告を求めます。 

 教育長、登壇報告願います。 
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 教育長。 

（教育長冨樫繁樹氏 登壇） 

◎教育長（冨樫繁樹氏） 教育行政報告を申し上げます。 

 報告第１号市内小中学校教職員の人事についてでありますが、本年度は小中学校の統合

に伴い大幅な人事異動となっております。校長については退職者が２名、転出者が４名、

転入者は２名、市内異動が１名、教頭については転入、異動がなく、転出者は４名となっ

ております。一般教職員については、転出者が２１名、転入者が１４名、市内異動者が８

名となっております。養護教員については、退職者が２名、転出者が２名、転入者は１

名、市内異動が２名となっております。事務職員については、転出者が７名、転入者が３

名となっております。この結果、平成２３年度当初の教職員定数は、昨年より２０名減の

６８名となるものであります。 

 次に、報告第２号三笠高等学校教職員の人事についてでありますが、校長、教頭、事務

長の異動はなく、一般教職員については転出者が１名、転入者が１名となり、平成２３年

度当初の教職員定数は、校長、教頭、事務長を含め１３名となるものであります。 

 次に、報告第３号平成２２年度市内中学校卒業生の進路状況についてでありますが、平

成２２年度の卒業生は５７名であり、既に全員の進学が決定しております。学校別の進路

状況等については、別紙のとおりでありますので、御参照いただきたいと思います。 

 最後に、報告第４号平成２２年度三笠高等学校卒業生の進路状況でありますが、卒業生

９名のうち進学者が４名、就職者が４名であり、家事手伝い等は１名となっております。 

 以上、教育行政報告といたします。 

◎議長（谷津邦夫氏） これより、教育行政報告に対する質問に入ります。 

 まず、報告第１号について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） ないようですから、次に報告第２号について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 次に、報告第３号について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 最後に、報告第４号について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 質問ないようですから、教育行政報告については、報告済みとい

たします。 

 次に、選挙管理委員会行政報告については、文書御配付のとおりでありますので、口頭

報告を省略し、直ちに質問を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 質問ないようですから、選挙管理委員会行政報告については、報

告済みとします。 
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 以上をもちまして、諸般報告を終わります。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１２ 議案第２９号 三笠市監査委員の選任について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の１２ 議案第２９号三笠市監査委員の選任についてを議題

とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇説明願います。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第２９号三笠市監査委員の選任について、提案説明申し上げ

ます。 

 市議会議員から選任の三笠市監査委員熊谷進氏の平成２３年４月３０日付任期満了に伴

い、後任委員として髙橋守氏を選任いたしたく、地方自治法第１９６条第１項の規定によ

り議会の同意を求めるものであります。 

 髙橋守氏は、昭和２９年３月２８日生まれの５７歳、住所は三笠市いちきしり７２７番

地の２であります。 

 同氏は、平成７年５月に市議会議員として当選以来、現在まで連続５期にわたり在職さ

れ、この間、総務常任委員会、民生常任委員会等の委員長及び市議会議長の要職を歴任さ

れました。 

 三笠市監査委員として適任であると考えますので、御同意くださいますようお願い申し

上げます。 

◎議長（谷津邦夫氏） これより、質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 お諮りします。 

 本案については、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認め、討論を省略することに決定しました。 

 続いて、お諮りします。 

 本案については、同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２９号三笠市監査委員の選任については、同意することに決定しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第１３ 議案第３０号 三笠市教育委員会委員の任命に 

             ついて 
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  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の１３ 議案第３０号三笠市教育委員会委員の任命について

議題とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇説明願います。 

 市長。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第３０号三笠市教育委員会委員の任命について、提案説明申

し上げます。 

 三笠市教育委員会委員谷内純哉氏の平成２３年３月１５日付辞任に伴い、後任者として

後藤寿氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規

定により、議会の同意を求めるものであります。 

 後藤寿氏は、昭和４０年９月１日生まれの４５歳、住所は三笠市柏町４４９番地２１で

あります。 

 同氏は、昭和６３年４月、三笠電機工業株式会社に入社し、平成３年６月に同社の取締

役に就任しております。 

 また、平成１６年１月に社団法人岩見沢青年会議所副理事長、その後、空知地方電気工

事協同組合青年部会部会長、北海道電気工事業工業組合青年部連合会理事、北海道日伯協

会理事・青年部長などを歴任し、現在に至っております。 

 三笠市教育委員会委員として適任と考えますので、御同意くださいますようお願い申し

上げます。 

◎議長（谷津邦夫氏） これより、質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 お諮りします。 

 本案については、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認め、討論を省略することに決定しました。 

 続いて、お諮りします。 

 本案については同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第３０号三笠市教育委員会委員の任命については、同意することに決定しました。 

 この際、あいさつをいただくため、会議を休憩いたします。 

休憩 午後 １時１３分   

再開 午後 １時１５分   
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◎議長（谷津邦夫氏） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第１４ 決議案第１号 まちづくり調査特別委員会設置 

             に関する決議 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の１４ 決議案第１号まちづくり調査特別委員会設置に関す

る決議を議題とします。 

 本案については、髙橋議員ほか３人の共同提案にかかわるものであり、この際、提出者

を代表し、髙橋議員から提案理由の説明を求めます。 

 髙橋議員、登壇説明願います。 

（１０番髙橋守氏 登壇） 

◎１０番（髙橋 守氏） まちづくり調査特別委員会設置に関する決議。 

 本市は、平成２３年、財政的にも若干ゆとりのとれる状況になってきております。本当

の意味で、これから市民の安全・安心を考える上で、まちづくり調査特別委員会を設置

し、市民の要望にこたえられるような、また調査をし、その努力をしていく議会であるべ

きこの委員会を設置しようという考えでございます。 

 あとについては、朗読をもって説明をさせていただきたいと思います。 

 委員会の設置につきましては、１、本市議会にまちづくり調査特別委員会を設置する。 

 目的は、２、本市のまちづくりについて、必要な調査等の活動を行うことを目的とす

る。 

 委員会の構成。３、委員会は、９人をもって構成をする。 

 調査期間と閉会中の調査。４、本委員会は、議会で調査終了を議決するまで継続存置

し、閉会中も調査を行うことができる。 

 経費。５、本委員会に要する経費は、議長の承認を経て支出する。 

 以上でございます。よろしく御審議の上、御賛同いただきたいと思います。 

◎議長（谷津邦夫氏） お諮りします。 

 本案については、質疑、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 本案については、質疑、討論を省略することに決定しました。 

 続いて、お諮りします。 

 決議案第１号については、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 決議案第１号まちづくり調査特別委員会設置に関する決議については、提案のとおり原

案可決されました。 
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 続いて、お諮りします。 

 ただいま設置された特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条の規定によ

り、資料配付のとおり９人を指名したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 ただいま指名しました９人の議員を特別委員会委員に選任することに決定しました。 

 以上で、今臨時会に付議された事件は、すべて終了しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎閉 会 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 以上をもちまして、平成２３年第２回臨時会を閉会します。 

 御苦労さまでございます。 

閉会 午後 １時１８分   
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